
 

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 

  年  月  日 

   

三田市消防長  あて 

届出者 

住 所 

氏 名 

電 話 

この届出によって、焼却行為の許可を求めるわけではなく、火災とまぎらわしい煙

等を発するおそれのある行為の届出をします。 

日 時 
 

場 所 
 

燃焼物品名 

及び数量 

 

目 的 
 

消火の準備 □水バケツ □消火器 □その他（            ） 

監視者名及び 

連絡先（携帯） 

 

※ 受付欄 ※ 経過欄 

  

 

 

□指令係連絡済 

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の欄は、記入しないこと。 

    ３ 消防長が認める場合は口頭により届け出ることができる。 

 

＜焼却作業に関する遵守事項＞ 

①焼却場所は、届出以外の場所で焼却しないこと。 

②焼却作業中は、その場を離れないこと。 

③消火器などの消火準備をおこない、いつでも使用できるようにしておくこと。 

④気象条件には十分に留意し、作業前と作業後に下記に電話連絡を行うこと。 

⑤三田市防災メール等により火気取扱いの注意喚起がなされた時はできる限り行わないように

すること。 問い合せ・連絡先／三田市消防本部 TEL（代表）079-564-0119 


